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様式７別紙  

論文内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 

論文題目： ひととひととの関係性からみた自閉症スペクトラム 

      ―アスペルガー症候群と診断された青年との歩みから― 

 学位申請者 永浜 明子 

 論文審査担当者 

  主査 大阪大学教授 浜渦 辰二 

  副査 大阪大学教授   堀江 剛  

  副査 立命館大学教授  長積 仁 

【論文内容の要旨】 

 本論文は、筆者と自閉症スペクトラムと診断された A 氏との歩みから、自閉症スペクトラムの診断基準とされ、

A 氏にも一部見られる特性の解明を試み、自閉症スペクトラムが、ひととひととの〈間の障がい〉であることを導

こうとするものである。その目的のために、１）自閉症概念および原因論の変遷を概観し、自閉症が未解明なもの

であることを確認し、２）自閉症スペクトラムの特徴とされ、A 氏にも一部見られる特性が、ひととひととの関係

においてしか存在しないことを導き、３）筆者と A 氏という二者の関係性により、A 氏とともに筆者のあり様も

変化し、A 氏が個としてわきたつことを論じる、という３つの観点から論じている。

 第１章「臨床哲学と当事者研究のなかでの本論文の位置づけ」では、筆者と A 氏にとっての〈二者の臨床哲学〉

を、筆者と A 氏がともに、A 氏の生きづらさの軽減という臨床（日常）において、対話を積み重ね、個としての

A 氏を具体的に浮かび上がらせることから、人とは何かを問い模索し続ける営みと定義し、またそれを〈二者の当

事者研究〉とも呼んだ。

 第２章「自閉症概念の変遷」では、1938 年にアスペルガーが自閉的精神病質とする考え、1944 年にカナーが最

早期の児童精神分裂病とする考えを提示し、その後、ラターらが言語・認知障害とする説を発表した。今日では、

脳の器質障害に原因を求めた生物学的研究が盛んであるが、その一方で、関係発達の視点から捉えた自閉症の解

明も提起されていることをまとめた。

 第３章「筆者と A 氏との歩みの歴史と交換日記」では、診断を受けた後、音声での会話ができなくなった A 氏

と筆者が始めた交換日記のなかから、診断後の A 氏のあり様を考察し、幼少期に見逃され、成人期を迎えたひと

が、障がいがあると診断されることの重さ、ショックの大きさについて考察した。

 第４章「修学における A 氏の〈困り〉」では、修学において現実に困っている具体的な事象を注視し、〈困り〉

ということばの選択プロセスについて述べ、A 氏の〈困り〉の具体的事象を検討し、それが A 氏のうちに生じ存

在する現象としての〈困り〉に起因することを示した。

 第５章「日常生活における A 氏の〈困り〉」では、日常生活における〈困り〉に対する筆者と A 氏の認識のズレ

を確認し、二者の了解・共有がないと、A 氏の〈困り〉の事象や生きづらさ軽減のための対処・対応は見えてこな

いことを確認し、修学場面に比べ、日常生活では〈困り〉への対処・対応がより難しい理由を検証した。



 第６章「筆者と A 氏の関係性の変化」では、筆者と A 氏の関係性の変化を、 教員と学生の関係、 筆者か

ら A 氏へ向いた一方向の関係、 筆者から A 氏に向く矢印とともに、A 氏は徐々に自身で考え行動しようとした

双方向の関係、 共に判断し共に決断し共に責任を負うという〈共歩〉、という４段階の変化を分析した。

 第７章「自閉症スペクトラムの再考」では、A 氏の〈困り〉の本質は、過剰な自己脾経や卑下を誘発する感情の

乱れとそのコントロールの難しさであることを明らかにするとともに、自閉症スペクトラムの特徴とされ、A 氏

にもみられるいくつかの特性と取り上げ、一つひとつの行為や行動には理由と意味があることを明示し、脳の器

質障害説の限界に言及した。

 終章では、以上の考察から、自閉症スペクトラムは、ひととひととの〈間の障がい〉であると結論づけた。

 なお、この研究は、著者の所属する立命館大学の「ひとを対象とする医学系研究倫理審査委員会」の承認を得た

うえで行われたものである（承認番号「BKC 人 2014-021」および「BKC 人 2015-029」）。 

 全体の分量としては、Ａ４判横書きで 191ページ、400 字詰め原稿用紙に換算して、約 630 枚に相当する。 

【論文審査の結果の要旨】 

 本論文は、9 年にわたる A 氏との関係性のなかで形作られて来た「二者の臨床哲学」、あるいは、綾屋紗月・熊

谷晋一郎『つながりの作法－同じでもなく違うでもなく』（2010 年）とも異なる「二者の当事者研究」というオリ

ジナリティのある研究方法により、自閉症スペクトラムを「ひととひとの間の障がい」であるとする明確な主張を

もった論文である。ただし、この主張は諸刃の剣であり、ひととひとの間の障がいである限り、一方の A 氏の側

だけに障がいを帰すわけではなく、他方の筆者の側にも何らかの契機があり、A 氏が〈困り〉に対処・対応するに

は、A 氏だけが変わればいいのではなく、筆者の側でも何かが変わらないといけないとし、実際に、筆者と A 氏

は共に歩むことで共に変わって来ていると言う。その意味で、筆者ののっぴきならない仕方で研究生活を賭けた

重みのある論文になっている。

 公開審査会では、「ひととひとの間の障がい」であるという主張と、A 氏の外部に表出される事象と、そのと

きに A 氏の内にある現象とを区別する議論との間に齟齬があるのではないか、哲学的な諸テーマ（例えば、客観

主義と「生活世界の意味」を問う現象学的視点、「言葉による名付け」など）を含む点で、従来の医学・障害福

祉論の議論よりもさらに踏み込んだものであるが、「人称性」に関してやや踏み込みが足りないのではないか、

「障がい」という言葉を無意味化しようとする主張と、「二者の関係性」からしか論じられない「当事者研究」

に着手したことは、チャレンジングであり、独創的と思われるが、マイノリティに対する無関心、偏見、差別などが見

過ごされがちな社会に対するメッセージとして、論証した意味や価値を一般化するという視点が盛り込まれてもよかったの

ではないか、といった疑問が出された。 

しかし、これらの疑問は、今後取り組むべき課題を示すものであり、本論文の本質的な価値を損なうものでは

ない。本論文が、「二者の臨床哲学」あるいは「二者の当事者研究」という独自のアイデアを展開してみせたと

いう点において、評価に値するものとして意見は一致した。

 よって、本論文を博士（学術）の学位にふさわしいものと認定する。 


